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～学校における子どもたちの安全のために～ 
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不審者侵入の危機発生時の体制と対応 
                            

１． 不審者侵入への事前対策について 

・児童が登校後、門は施錠しておく。施錠後の来校者の対応は職員室の職員が行う。 

・来校者用の名札の徹底 

・校内巡視の強化 

・不審者対応の防犯訓練・防犯教室等の実施 

 

２． 不審者侵入時における教室での対応等 

（１） 発見者（職員）は大声・各自の発音器・火災報知器・内線等で報せる。 

（２） 不審者から児童を遠ざけ、児童の安全確保をはかる。 

（３） 不審者監視役は、児童の安全を第一に考え、不審者から目を離さない。児童に危険が迫った場合は、机

や椅子等で防戦する。 

 

 

○ 連絡体制について 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．不審者侵入の様子の違いの認識 

  ・ただ、ふらふらと 

  ・酒気帯び 

  ・凶器を持たずに 

  ・凶器を持って 

  ・複数で 

 

     

  

４．校内組織体制 
 

 

    

 

 

 

 

不審者への対応 

ランク１ 危険性を予知しない場合： 

用件を尋ね、職員室等へ案内する。用件の不明確な時は退出を求める。いずれの時も同行する。 

ランク２ 危険の可能性が予知される場合： 

必ず複数で対応し、緊急対応の体制をとる。必要があれば関係機関に連絡。 

ランク３ 刃物等の所持を確認した場合： 
児童の安全確保に向けて全職員での体制をとる。緊急避難。警察への緊急出動を要請。 

連絡網で緊急連絡。 

全体指揮(校長) 通報・要請連絡(教頭) 校内連絡(事務職員) 応急救護(養護教諭・栄養士) 

不審者監視(首席 教務主任 各学年主任 統括主査) 

避難誘導 １年教室(１年担任) ２年教室(２年担任) ３年教室(３年担任) ４年教室(４年担任) 

５年教室(５年担任) ６年教室(６年担任) つぼみ(支援学級担任)あおぞら（通級指導教室担当者） 

学校 

（警察等外部連絡係） 

警察 

（生活安全課・地域課・もしくは110番） 

近隣学校園 

市教委 

消防署（119番） 

幼稚園・ 
ちびっ子 

ホーム 

地域及び関係諸団体 

保護者 



◎緊急の恐れがある場合の対応（近隣で事件発生等の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

  

※全教職員に至急周知    ※全教職員に至急周知     ※教職員による校区巡視 

 

 

 

 

 

 

５．下校指導体制 

ランク１ 全員、一斉下校させる 

    ランク２ 職員引率・管理のもと、一斉下校させる 

    ランク３ 保護者に迎えを要請  

       （大規模な災害等で、一斉下校でも児童の安全確保が困難と判断した場合、警察等各

関係機関からの指導で、下校を止められた場合） 

         授業時間の繰り上げ、もしくは繰り下げ 

         （校区内および近隣で凶悪犯が出没、潜伏、徘徊しているという情報を得た場合、台

風に伴う警報が出た場合や、地震等の自然災害により、下校時に児童の安全確保が

必要と判断した場合）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

連 絡 網 等 で 情 報 を 受 信 

近くで殺傷事件等が発

生した場合 

刃物所持等の不審者が

徘徊している場合 

「不審者を見た」等の

不正確情報の場合 

・児童を体育館等に緊急避難 

・職員の警戒体制 

・警察に出動依頼 

・保護者に連絡 

・児童を教室等に避難、待機 

・職員の校内巡回体制 

・警察に巡回依頼 

・保護者に連絡 

・児童への注意喚起 

・一斉下校等の指導 

・必要時は保護者に連絡 

緊急メールシステムの活用（令和６年度よりテトルを活用） 



 

 

行方不明者の発生時の対応について 

１．下校後、家に帰っていない場合 

  連絡を受けた者が、管理職へ速やかに報告。その後は、管理職・生指の指揮のもとで対応。 

 

 

 

 

            

 

 

※通学路周辺の捜索（危険箇所を念入りに） 

※保護者との連絡 

 

 

 

 

 

 

２．休日（課業日外）の場合  

連絡を受けた者が、管理職へ速やかに報告。その後は、管理職の指揮のもと対応。 

 

 

 

 

※捜索（危険箇所を念入りに） 

※保護者との連携 

 

 

 

 

 

 

 

関係職員の招集 

 

情報収集 関係する児童等から情報収集 

確認事項 

・校内に残っていないか確認 

・下校時刻の確認 

 

放課後、活動をともにしていた児童や一緒に

下校した児童への聞き取り 

公園や下校ルートを捜索 

※連絡・家庭訪問 

※関係機関への連絡（警察、消防、市教委、近隣学校）

の速報及び情報収集 

※交通指導員、「見守り隊」、「こども１１０番の家」等への聞

き取り 

※個人写真・環境調査票やメール配信システムの活用（状況

によっては、家庭訪問） 

※他の児童の安否確認 

※町内放送、マスコミ対応等を協議 

※地域自治会、ＰＴＡ、連合町会長等、各種団体に連絡する。（教職員と共に探索） 

※（必要に応じ）緊急対策本部を設置する。 

※翌日以降の指導の検討。 

 

※関係機関への連絡（警察、消防、市教委、近隣学校）と速報及び情報収集 

※交通指導員、「見守り隊」、「こども１１０番の家」等への聞き取り 

※緊急メール配信システムの活用（状況によっては、家庭訪問） 

※他の児童の安否確認 

※町内放送、マスコミ対応等を協議 

 

 

※地域自治会、ＰＴＡ、連合町会長等、各種団体に連絡する。（教職員と共に探索） 

※（必要に応じ）緊急対策本部を設置する。 

 

警戒体制 

 管理職 

第1次捜索 

管理職  首席 教務主任 防災主担者 

第２次捜索 

第1次探索メンバー＋学年主任  

第３次捜索 

全員 

 

警戒体制 

 管理職 

第1次捜索 

当該学年の担任 生活指導担当者 

第２次捜索 

第1次探索メンバー 

＋管理職 首席 教務主任 防災主担者 

第３次捜索 

全員 

 



校内事故発生時（傷病者発生）における緊急時の体制 
 

1. 事前対策 
 

ア 予防と危機回避 

○安全管理・安全点検 

○児童の健康診断、既往歴等の把握 

 

イ 事故発生に備えた学校体制の確立 

○事故発生時の教職員の役割分担表を全員が着用している名札に入れておく。 

○緊急な場合に連絡する消防署、医療機関、関係諸機関の所在地及び電話番号等を、職員室、保健

室等の見やすい場所に掲示しておく。      

○救命措置（ＡＥＤの使用と心肺蘇生）や応急手当等に関する講習を行う等、実際の対応ができる

ようにしておく。 

 

2. 重大な事故発生時の対応について 
 

ア 方針 

 

・児童等の安全確保、生命維持最優先 

    ・的確な判断・指示・対応 

・正確な情報把握と記録、迅速な連絡・通報 

 

イ 状況把握とその対応 

 

〇状況把握 

 

・発生した事態や状況の把握と記録 

・傷病者の症状の確認（意識・出血等） 

 ・関係児童がいる場合の対応 

 

〇対応 

 

～発見者の対応～ 

① 状況を迅速に把握する。 

② 他の児童または職員に応援を呼んでくるように依頼する。 

（発見者は傷病者から目を離さず、経過を観察し、必ず記録をする。） 

③ 傷病者を、無理に動かさず安静にする。体位、保温、環境の整備について配慮する。 

※周囲の安全が確保できない場合は、担架などで体を横にして運ぶ。 

④ 救命処置（ＡＥＤの使用と心肺蘇生）や応急手当等を行う。 

 

～応援者の対応～ 

養護教諭（職員A）⇒救命処置・応急手当の介助 バイタルサインの確認（脈拍・呼吸・体温等） 

職員B     AED・担架・アレルギー対応の準備、救命処置の補助等 

職員C       記録 観察を開始した時刻・行った処置とその時刻・5分ごとの症状等 

その他     ⇒他の児童への対応・配慮等 

救急車が到着するまでに動線の確保、救急車要請等 



～救急車の要請と保護者連絡～ 

〈救急車の要請〉119 

① 消防ですか？救急ですか？→救急お願いします。 

② 名前、年齢、性別、学校の住所は？→緊急カードを参考に報告。 

③ 現在の状況、事故に至った状況は？→すでに救急車は出動しているので落ち着いて！ 

要請後は正（西・南）門で救急車を誘導する。 

〈保護者への連絡〉 

担任(不在時は教頭等他の教職員)は、保護者へ事故の発生を連絡する。事故への対応の経過や児童

の状況、搬送先等を伝えるが、保護者を不安にさせないよう冷静に伝える。 

その際、救急カード（職員室保管）を活用するが、取り扱いや保管には留意する。 

救急車を使用しない場合・・・タクシーを使用する。 

※ けが、病気等で病院へ行く場合は、緊急時を除き、必ず行く前に保護者に連絡する。 

 

ウ 医療機関受診 

〇救急車には、教職員（状況に応じて管理職が決定）が同乗する。 

・持参物品・・・救急カードのコピー・携帯電話・病院セット（養護教諭机上） 

〇同乗者は医療機関で医師から傷病の状況、診断、治療等を聞き、校長に報告する。また、保護者

が到着した後も、児童に付き添い続ける。 

〇医療費はスポーツ振興センターの災害共済給付制度を活用する。 

 

エ 養護教諭不在の際の留意点 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. 事後措置 
○校長は、事故の概要の第一報を電話で教育委員会に報告し、事故の経緯を簡潔かつ正確に記録する

とともに、情報を整理して、文書にて事故報告を行う。 

○保護者に、事故発生の状況について説明を行う。 

○必要に応じて、学校医へ連絡する。また、事故の程度・状況により警察へも連絡する。 

○事故を目撃した児童に対し、聴き取りを行うとともに、経過について説明する。また、混乱や動揺

を抑えるとともに、噂や憶測により誤った情報が伝わらないよう十分な指導を行う。 

○外部への情報を提供する場合、教育委員会と協議のうえ、窓口を一本化し、複数の異なる情報が交

錯し、それにより混乱することがないように配慮する。 

○児童の心のケアに努める。 

○事故の原因をもとに、事故防止対策や安全点検を見直し、事故の再発防止に取り組む。 

 

☆ 救急搬送（救急車）・病院受診を判断する場合 

① 内科的：呼吸困難、意識消失、てんかん発作等 

② 外科的：頭部打撲（嘔吐、意識障害等）、出血多量、骨折の疑い等 

③ その他、特に必要と判断する場合 

 医療機関の決定は保護者と相談して行う。 

（希望やかかりつけ医の有無を確認！） 

医療機関一覧のファイルは養護教諭の机上にあるため、参考にしてもよい。 

 

 

 



校内事故発生時の役割分担 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

管理職 

□ 現場に到着次第、リーダーとなる 

□ それぞれの役割分担を指示 

□ 情報の収集、発生状況の記録 

発見者 

□ 児童から離れずに観察を行う（教室内で観察、または担架で保健室に移動） 

    →けが？アレルギー症状？持病有の児童？ 

     意識・反応はあるか？呼吸は正常か？ 

□ 人を集める（大声、または、他の児童・教職員に応援を呼んでくるように依頼） 

□ 管理職が到着するまでリーダーとなり、記録をとる 

□ 児童を安静にさせておく（嘔吐がある場合は横向き、回復体位にする） 

□ 応急処置、心肺蘇生を必要に応じて行う 

□ AEDやエピペンの使用 

 

応急手当：養護教諭（または教職員A） 

□ 救急セットを持って現場に向かう 

□ バイタルサインの測定 

（体温、脈拍、SpO２、呼吸等） 

□ 応急処置、心肺蘇生の介助 

 

準備：教職員B・C 

□ AED・担架（体育館入り口） 

□ エピペン・内服薬等（職員室・ランドセル） 

□ アレルギー有児童用「緊急対応ファイル」（赤） 

□ 記録用紙 

救命処置補助：教職員B 

□ AEDの準備 

□ エピペンの使用・介助 

□ AEDの使用・介助 

記録：教職員C 

□ 5分ごとに症状の記録 

□ 観察開始時刻 

□ エピペン使用・内服薬服用等の

処置を施した時刻 

連絡：教職員Dおよび担任 

□ 管理職を呼ぶ 

□ 119番通報 

□ 保護者への連絡（担任） 

□ 必要に応じて校内放送 

 

その他：教職員E（数人） 

□ 他の児童への対応・配慮 

□ 救急車到着までに、動線を確保しておく 

□ 応急処置、心肺蘇生の介助 

□ 救急車・救急隊の誘導 

      →なるべく多くの児童の目に 

       ふれないルートで案内する 

救急車に同乗 

・必ず教職員が同乗（管理職が指示） 

・医療機関から学校（管理職）へ報告 

□ 救急カードのコピー 

□ 携帯電話（校務用） 

□ 病院セット（養護教諭机上） 

情報は管理職へ 



給食における緊急時の対応について 

 

１． 異物混入・異臭等があった場合 

（ア）配膳時に発見した場合 

・担任又は補欠教職員は配膳をやめ、現物を持ってできるだけ早く職員室に連絡する。 

・現物を確認し、以下の判断をする。（給食担当→管理職） 

① 取り除く→安全性の確保。 

② 新しいものと交換→確保の仕方は同様とする。 

〈中止の場合〉 

異物（鋭利なもの、健康を害するもの）や異味、異臭のあった献立のみ中止し廃棄する。 

（イ）食べている途中で発見した場合 

・クラスの給食を中断する。（異物や異臭の発見されていない献立も含めて） 

・発見した児童以外の給食も異常がないか確認する。 

・身体症状等がないか確認する。 

・食べた人数・児童氏名の把握をする。 

・発見した時点で現物を持って、できるだけ早く職員室に連絡する。 

・現物を確認し、給食の続行・中止の判断をする。 

（続行の場合）  

① 取り除く→安全性の確保。 

② 新しいものと交換→確保の仕方は同様とする。 

  （中止の場合） 

   ・異物や異味、異臭等のあった献立のみ中止し廃棄する。 

(ウ)いずれの場合も、管理職等が学級児童への説明を行う。事象によっては、全校児童や保護者に 

知らせる。 

 

２．食中毒および感染症の対応について     

（ア）予防と危機回避      

・保健指導の充実      

・給食指導の充実      

・学級指導の充実      

     

○ 校内組織体制      

最初に気づいた者、知った者が、校内体制に基づき、組織的対応のスタートを切る。  

    

 

 

 

 

 

 



３．食物アレルギー事故の対応について 

 （ア）予防と危機回避 

  ・保健指導の充実 

  ・給食指導の充実 

  ・学級指導の充実 

  ・個別指導の充実 

 

（イ）事故発生からの対応について 

   ※各教室にある「アレルギー緊急対応マニュアル」と「経過記録票」、名札ケースに入れている「児

童に異変？発見者は…」を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童に異変？ 

児童 



〈状況把握とその対応〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

救急車には、教職員が同乗する 

児童 



○担任や養護教諭等は、救急隊員に当該児童の使用済みエピペンを渡し、個別の「食物アレルギー対

応ファイル」（職員室ロッカーの安全カードの棚下）の中にある「学校生活管理指導表」や、保護

者から得ている情報及び「当月個人別アレルギー献立表(原本)」で確認し、当日の除去食対応等、

必要な事項を伝える。 

 

○他の児童には、経過について説明する。また、混乱や動揺を静めるとともに、噂や憶測により誤っ

た情報が伝わらないよう十分な指導を行う。 

 

〇症状に応じて処方された内服薬がある場合は服用させる。エピペンを処方されている場合は緊急性

があると判断したら、ためらわずエピペンを打つ。 

 

〇皮膚等についた飛沫は流水で洗う。 

 

〇緊急性がない場合、少なくとも１時間は５分ごとに症状を観察する。症状が回復しても、一人では

下校させず、保護者に連絡し、発生した症状を説明した上で、医療機関での受診を勧める。 

 

〈保護者への連絡等〉 

○担任（不在時は教頭など他の教職員）は、保護者に連絡し、経過や症状、搬送先等事実を伝える。

また、主治医及び学校医に連絡する。 

○校長と担任は、速やかに医療機関に駆けつけ、児童を見舞うとともに、保護者に状況を詳しく説明

する。 

○事故の概要の第一報を電話で教育委員会に報告し、文書にて事故報告を行う。 

 

〈事後措置〉 

○事故の経緯を簡潔かつ正確に記録するとともに、校長は情報を整理して学校給食課へヒヤリハット

及び事故報告を行う。 

○教頭は、担任、養護教諭等関係者から情報を集め、経緯や行った対応等必要な事項を詳細に記録す

る。 

○校長は原因、対応等を分析し、校内の体制見直しや研修等の再発防止策を講じる。 

○児童の心のケアに努める。 

 

（ウ） 安全教育の充実 

〈事故発生に備えた学校体制の確立〉 

  ○教職員が、食物アレルギーやアナフィラキシーに関する知識を持つようにする。      

○校長は、アレルギー対応委員会を設置し、組織的な対応を行う。      

○救急法の講習会を行うなど、エピペン使用方法や心肺蘇生（ＡＥＤの使用を含む）、応急手当等に

ついて実際に対応できるようにしておく。      

○食教育の中で、児童が食物アレルギーについて正しい知識を持ち、自ら食生活の改善や自己管理が

可能となるよう留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【食中毒および感染症等発生時の体制】    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②指示 ①連絡 

④ 
実態調査 
及び指導     

⑥ 
立ち入り調査 
及び指示 

大阪府 

岸和田保健所 

地域保健課 
衛生課 

岸和田市教育委員会 

学校給食課 

（食中毒・異物混入・ 

アレルギー） 

学 校  

管理職 

学校保健委員会 

学校医 

【直ちに報告】 
  学校名 
  発生状況 
   ・発生日時 
   ・学年、学級  
   ・有症者数と欠席者数 
   ・主な症状 

③報告 

総務課 

保健担当 

（疾病） 

⑤報告 

報道 

⑦対応（管理職） 



 

火災・地震発生時の対応について 
 

１．地震、津波の発生時の対応について 

（ア）事前対策（予防と危機回避） 

・避難訓練の実施 

・安全教育の充実 

（イ）校内組織体制 

   ・児童の避難   

・重要書類等の安全な場所への搬出、保管 

   ・必要に応じて地域住民を避難所として受け入れる体制を準備 

・学校早期再開計画  

    〔児童への対応〕 

      調査（健康状態、所在、家庭環境、学用品） 

      対応（ケア、見舞い、臨時教育計画の作成、教科書等受給） 

    〔施設・備品などへの対応〕 

       破損状況調査、清掃、片付け、学習場所の確保 

    〔臨時教育計画の実行〕 

新通学路の決定 

        授業形態、教育課程の作成（登校時刻、学習時間・内容、下校時刻） 

        教職員は、可能な限り、学校再開に向けての必要な行動を優先 

     〔転出入、就学援助〕 

      教育委員会への連絡、転出書類等の作成・保管 

（ウ）連絡体制 

    不審者侵入の危機発生時の連絡体制に準ずる 

 

（エ）その他 

その他の災害の具体的な対応に関しては、以下の文書を参照し、対応すること。 

 

●災害等の発生の場合 

「岸和田市 災害応急対策 職員初動マニュアル〔改訂版〕」 

                        （平成１０年９月） 

      「岸和田市地域防災計画 第１編～第４編」 

                        （平成１７年８月） 

●台風等の接近の場合 

「平成２１年度 防災に関する市立学校園の対応について（通知）」 

             （平成２１年５月２６日付 岸教教総号外） 

   

  （１）職員の業務  警報に従い、児童を避難誘導した後、分担業務につく。 

（２）合図     校内放送をする。 

（３）避難場所   災害により異なるが、校庭、校外へ避難する。 

（４）避難時の注意事項と学級指導 

   ○指導者の指示に従う。 

   ○迅速に行動する。 

   ○教室、廊下の窓を閉める。鍵はかけない。（火災時） 

   ○校舎内、廊下、階段は走らない。 

   ○火災等の場合、ハンカチ等で口、鼻をおおい、床面に近い姿勢で歩行する。 

   ○２学年以上が出会った場合は、低学年を優先させる。 

 



 

  

 

震

度

5

弱

以

上 

 

① 登校前（午前7時まで）⇒臨時休業 

 ※午前7時から始業時間までに発生した場合、 

学校対応は②に準じる。 

② 始業時間後⇒授業中止 

学校のマニュアルに基づき対応する。 

 ※学校が安全に学習できる環境に復旧すれば、 

  保護者へ連絡する。 

③ 休日の翌日⇒原則、臨時休業 

授業を行う場合は、保護者へ連絡する。 

 

  

  

 

津

波

警
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・ 

大

津

波

警

報 

 

 

 

 

 

 

◆同左 

 

震

度

４

以

下 

 

④ 原則、平常時対応 

余震の状況、学校施設や通学路の状況等、 

安全確保上問題が生じる恐れがある場合は、 

校長の判断で臨時休業、授業の繰り下げ等 

の措置を行う。 

 ※臨時休業の際は、校長が状況を判断し、教 

育委員会へ報告した上で対応する。 

 

 

 

 

◆原則、平常時対応 

  避難者の状況等により、授業の中止、授業の

繰り 

下げ等の措置を行う。 

 

２．災害応急対策に伴う職員動員体制について  

分類 配備体制要件 参集職員数 職員 

警戒態勢 災害のおそれがあるが、時間、規

模等の推測が困難なとき  

（例：震度４、気象警報等） 

市教委の指示があった

場合（管理職） 

 

校園長・教頭 

Ａ号体制 小規模の災害が発生したとき

（例：震度 4、津波警報、気象警報等） 

管理職並びに校園長の

判断する教職員 

（職員の 4 分の１） 

校長・教頭・首席・学年

主任 

Ｂ号体制 中規模の災害が発生したとき 

（例：震度 5 弱以上、津波警報※２、   

特別警報等） 

管理職並びに校園長の

判断する教職員 

（職員の 2 分の１） 

校長・教頭・首席・学年

主任・養護教諭・担任・

防災担当等 

Ｃ号体制 大規模な災害が発生したとき 

（例：震度 6 弱以上※３、大津波警  

報※２、特別警報等） 

管理職並びに校園長の

判断する教職員 

（全職員） 

全職員  

 

３．事後対策ついて  

   ・災害対応の状況を全職員で振り返り、次回の対応に向けて振り返りを行う。 

   ・振り返りをもとに、マニュアルの見直しを行う。 

 

 

 

 

 



  

Ｊアラートによるミサイル発射情報が発信された場合 

登校前に発信された場合 

○「ミサイル発射。避難してください。」※１「直ちに避難。ミサイルが落下する可能性があります。」 

※２「ミサイルが〇〇地方に落下した可能性があります。」※３⇒自宅待機。 

○※３で「大阪府域内に落下」の情報が発信された場合⇒臨時休業。 

○「日本上空を通過した」「日本の領海外の海域に落下した」等の情報が発信され、安全が確認された段階 

⇒自宅待機を解除（授業の繰り下げ等）。 

○授業の再開等については、学校から連絡。 

在校時に発信された場合 

○授業や活動を中断。 

○屋外にいる場合は校舎内に避難させ、校舎内では机の下に隠れる等、安全確保。 

○完全に安全が確認されてから、授業や活動を再開。 

登下校中に発信された場合 

○学校か家、近いほうに向かうように指導。 

○上記が選択できないような場合は、「できる限り速やかに近くの頑丈な建物に避難」、「適当な建物が近くにな

い場合は、物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこないような場所に身を隠すか、地面に伏せ頭部を守る」

等の指導。 

○登下校中の安全確認については、家庭でも情報収集の方法や対応について話し合ってもらうように啓発。 

 

クマ出没情報への対応 

・ クマの出没情報が知らされた場合、最新情報を収集し、状況に応じて緊急対応が必要かを判断し、 

適切に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

気象警報発令時の対応について 

１． 事前対策 

・定期的な避難訓練の実施（一斉下校など） 

・校区巡回による通学路の安全点検 

・緊急時引き渡しの確認 

 

２． 気象警報発令時における対応 

・自然災害に伴う、「特別警報」、「暴風警報」、「大雨警報」が発令されている（発令された）場合 

  ① 午前７時現在、岸和田市に発令されている場合    ⇒臨時休業 

  ② 午前７時～始業時間で、岸和田市に発令された場合   ⇒臨時休業 

③  始業時間以降、岸和田市に発令された場合      ⇒授業中止（授業の繰上げ等） 

 

・自然災害に伴う、「特別警報」、「暴風警報」、「大雨警報」以外の警報（洪水警報、波浪警報、高潮警報）が 

発令されている（発令された）場合 

 ①岸和田市に発令された場合 ⇒ (原則的に)平常対応 

 ②子どもたちの安全確保上問題が生じるおそれがあると判断した場合 

⇒ 臨時休業・授業(保育)時間の繰上げ・繰り下げ等の措置を講じる 

 

・自然災害に伴う、城内地区（上町、南町、南上町、岸城町、土生町２丁目）に避難情報 

（「高齢者等避難」「避難指示」）が出ている又は出された場合 

① 午前７時現在、城内地区に発令されている場合    ⇒臨時休業 

② 午前７時～始業時間で、城内地区に発令された場合  ⇒臨時休業 

③ 始業時間以降、城内地区に発令された場合     ⇒授業中止（授業の繰上げ等） 

 

３．災害発生時の役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事後処置 

・引き渡し下校等を実施後、振り返りを行う。 

・振り返りをもとに計画を見直し。次回につなげていく。 

 

最終判断…校園長  

外部メール等対応…教頭  

外部（警察・教育委員会・幼稚園等）へ連絡対応…事務職員  

児童への全体指示…首席  

救護対応…養護教諭  

書類持ち出し…教職員  

通学路安全点検…教職員  

児童の誘導…教職員 
 


